
 

 

 

第４期久留米市障害者計画及び第７期久留米市障害福祉計画・第３期久留米市障害児福祉

計画の案について 

 

 

この資料は、令和５年度第３回久留米市障害者地域生活支援協議会後の計画の主な修正

についてまとめています。 

 

 

１ 計画の主な修正一覧 

 （１）久留米市障害者地域生活支援協議会（全体会）の意見 

〇（障害者計画 P22）基本理念 

 「人としての尊厳」から「個人の尊厳」に改めています。 

〇（障害者計画 P33）３．障害者に配慮したまちづくり 

 「やさしいまちづくり」から「障害者に配慮したまちづくり」に改めています。 

 

 （２）パブリック・コメントの意見 

〇（障害者計画 P8～P10）障害者の動向 

障害者手帳所持者、難病患者の性別・年齢層別表を追加しています。 

〇（障害者計画 P60）施策 133各種相談機関の連携強化 

 所管部署に「ほか相談機関」を記載しています。 

 

 （３）庁内組織の意見 

〇（障害者計画 P18、P60～P61）各分野の課題 ［保健所］ 

 現状と課題として、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」ついて

記載しています。 

〇（障害者計画 P43～P44）幼児教育・保育の充実 ［子ども未来部］ 

   現状と課題に「ともに育ちあうことができるような保育」や「医療的ケア児」につい

て記載しています。 

〇（障害者計画 P67）施策番号 155校区コミュニティセンターでの委嘱学級における

手話通訳等の実施［生涯学習推進課］ 

   手話通訳以外の合理的配慮の提供について追記しています。 

〇（障害者計画 P67）施策番号 156 点字・録音図書資料の整備充実 ［中央図書館］ 

   図書の宅配について追記しています。 

 

 

資料２ 



 （４）事務局による修正 

〇（障害者計画 P1）計画策定の背景と目的について 

差別をなくす条例の制定を踏まえ、記載を改めています。 

〇（障害者計画 P20）障害を理由とする差別をなくす条例 

 制定の経緯や今後の取り組みについて記載を改めています。 

〇（障害者計画 P25・目次）施策体系 

２部の章立てを見直し、５章の章立てを削除、６章を繰り上げています。 

〇（障害者計画 P28）１．差別解消の推進と差別相談体制の充実の現状と課題について 

条例制定を踏まえ、記載を改めています。 

〇（障害者計画 P53）福祉施設入所者の地域生活への移行 

   具体的施策に福祉施設入所者の地域生活への移行を追加しています。 

〇（障害者計画 P71）インフォーマルな活動の促進と重層的支援の推進 

   インフォーマルな活動の施策に地域活動に関する施策を再掲しています。 

 

 

２ 計画の策定体制および策定過程 

 

 


